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はじめに 

１ これまでの町行政改革の推移 

  昭和６１年の第１次行政改革大綱策定以降、バブル経済崩壊後の長期経済 

低迷期の平成９年に第２次行政改革大綱、地方分権一括法施行後の平成１３ 

年に第３次行政改革大綱を策定し、社会経済の変化に対応した組織、行政の 

効率化に積極的に取り組んできている。 

  一方では国が進める三位一体改革により、歳入の多くを依存している地方 

 交付税、国庫補助金が大きく減少し極めて厳しい財政運営を余儀なくされて 

いる。 

  こうしたなか、町民に身近な社会資本の維持整備、総合的な地域福祉政策 

 の充実などの行政需要に的確に対応し、第１次、第２次行政改革大綱を踏ま 

え概ね次の事業を実施してきた。 

 

（１）事務事業の見直し 

（２）組織･機構関係 

（３）外郭団体関係 

（４）定員及び給与関係 

（５）人材育成・確保関係 

（６）行政の情報化等行政サービスの向上関係 

（７）公正の確保と透明性の向上関係 

（８）経費の節減合理化等財政の健全化関係 

（９）会館等公共施設関係 

（10）公共工事関係 

（11）広域行政関係 

 

２ 行政改革の必要性 

  行政改革は国、地方を通じての国民的課題であり、世論の体勢も行政全般 

 の一層の合理化を求めている。また、平成１８年には地方分権改革推進法が 

制定され、分権型社会システムへの転換が求められている。 

  本町においては、少子高齢化社会の本格到来、住民ニーズの高度化・多様 

化など社会経済情勢の変化に対応する新たな行財政運営の確保が必要である。 

  このため、簡素で効率的な行政を実現するという行政改革の理念を常に認 

識し、町民の福祉向上と地域社会の活性化を図っていくことが町の重要な課 

題である。 
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３ 行政改革の取り組み 

  今後の行政改革を進めるため平成１８年１１月２０日に庁内に訓子府町行 

政改革推進本部を設置し１１項目の素案を作成し、平成１９年１月２３日に 

１５名の民間有識者で構成される訓子府町行政改革推進委員会を設置し１１ 

項目の素案に対し意見を求めた。 

  行政改革を確実に進めていくため具体的な計画策定の際に広く住民の意見 

 を反映させ、行政改革推進本部による実施状況の把握はもとより、住民の理 

解と協力を得るため実施計画及び進捗状況について広報等が必要である。 

 そのためにも、第４次行政改革の実施内容の透明性の確保に努めることが 

必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ ２ － 



第１ 基本方針 

 

１ 訓子府町は、平成１３年７月策定の第３次訓子府町行政改革大綱に基づき事 

務事業の見直し、組織機構の簡素合理化、定員管理の適正化、経費の節減合理 

化、補助金の整理合理化、行政サービスの向上等行政改革の推進に鋭意努力し 

てきたところである。 

  しかし、過疎化、少子高齢化の進行による人口減少等、財政状況が厳しい中 

で行政が中心となって地域の様々な力を結集し、行政自らが担う役割を重点化 

した「新しい公共空間」を形成することと、住民の負担と選択に基づく地域に 

ふさわしい公共サービスを提供する分権型社会システム① 
 に転換していくこ 

とが求められている。    

本町においては、多様化する行政需要に対応し簡素で効率的な組織機構を構 

築し、情報公開による住民への説明責任の徹底を図り行政経費の節減に努め

なければならない。また、住民本意の質の高い行政サービスの実現のため「私

たちでできることは私たちで」を基本とした協働のまちづくりを進めるもの

とする。   

 

２ この行政改革大綱の基本項目は、次の１１項目とする。 

 

（１） 地方公共団体の担うべき役割の重点化 

（２） 行政ニーズへの迅速かつ的確な対応を可能とする組織 

（３） 定員管理、給与の適正化 

（４） 人材の育成の推進 

（５） 電子自治体の推進 

（６） 公正の確保と透明性の向上 

（７） 自主性・自立性の高い財政運営の確保 

（８） 公共施設  

（９） 公共工事 

（10） 広域行政 

（11） 町議会 
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３ この行政改革は、今後推進する行政の基本項目について、具体的方針及び

当面の措置事項のほか、検討課題についても定めるものとし、より具体的事

項については、行政改革推進本部において事項別推進計画を作成し推進して

いくものとする。 

なお、今後新たに生じる課題、大綱に盛り込まれていない事項については、

本大綱の趣旨を踏まえて取り組んでいくものとする。 

  第４次行政改革大綱推進期間 

   平成１９年度～平成２３年度  ５年間 

 

４ 行政改革の取り組みにあたっては、住民の福祉向上と行政サービスの確保

に十分に配慮しながら、町議会をはじめ関係機関団体並びに住民各層の理解

と協力を得ながら推進するものとする。 

 

５ 行政を担う職員は、これまで以上に「最少の経費で最大の効果」を上げる

よう努力し、常に社会情勢の動向を把握し、これに対する問題意識と公務員

としての自覚を持って積極的に行政事務に取り組む姿勢が必要である。 

  また、職員は、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を遂行するととも

に、積極的に自己研鑽に励み、執務意欲の増進に努めるものとする。 

 

第２ 具体的方針及び当面の措置事項 

１ 地方公共団体の担うべき役割の重点化 

  公共的サービスは、「私たちにできることは私たちで」という基本的な考え

に立って、これまで行政が主として提供してきた公共サービスを地域におい

て住民団体、企業等の多様な主体が提供する仕組みを検討する。また、既存

の事務事業については計画策定⇒実施⇒検証⇒見直しのサイクルに基づき不

断の点検を行い効率的な事務事業の実施を図る。 

 

（１）事務事業の見直しと整理合理化 

  ① 全ての事務事業を行政が担う必要性の有無、実施主体のあり方につい

て事務事業の内容及び性質に応じて仕分けし検討する。 

② 行政の責任分野や経費負担のあり方を見直すとともに、行政関与の必

要性などを吟味し、事務事業の改善合理化を図る。 

  ③ 事務事業を点検し、投資効果の小さい事業は縮減・廃止を検討する。 

  ④ 新規事業は投資効果・後年度負担等を十分検討し、その方向性を見極

める。 

  ⑤ 各部門間の連携・強調を強め、事務事業の円滑な推進を図る。 
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（２） 事務手続きの簡素化 

  ① 平成 9年施行の行政手続条例に基づき許認可等事務手続きの簡素化や処 

理日数の短縮を図る。 

（３） 民間委託等の推進 

 ① 事務・事業全般にわたり、メリットが生じるよう共通事務の集約化、他 

団体との事務の共同実施、委託実施期間の複数年度化など組織規模に合っ 

た委託の可能性を検討する。 

②  民間の発想や手法の導入による地域振興の推進を図る。 

（４）指定管理者制度の活用 

  ① 公の施設の管理については、行政としての関与の必要性、民間事業者の 

指定管理者による管理について検証する。 

（５）地域協働② 
 の推進 

  ① 地域課題やニーズに対応した簡素で効率的な行政を実現する観点から、 

住民や住民が参加する団体などが公共的サービスを提供する取り組みを支 

援するとともに各種団体の連合組織との連携を図る。 

②  地域協働を実践するため、職員意識改革や勤務体制などの整備を図る。 

（６）上水道事業の経営健全化 

  ① より一層の計画性、透明性の高い企業経営を推進するため、中期経営計 

画の策定、業績評価の実施、積極的な情報開示の取り組みを進める。 

 

２ 行政ニーズへの迅速かつ的確な対応を可能とする組織 

  新たな行政課題や住民の多様なニーズ、北海道からの権限移譲等に対応する 

ため、常に組織、機構の見直しを行い、時代に即応した合理的かつ簡素で機能 

的な組織機構の構築を図る。 

① 政策、施策、事務事業について不断に正当性の検証を行い、簡素で効率

的な組織・機構の見直しを図る。 

② 高齢化、国際化、少子化、情報化、地方分権、環境保全、自然災害など

の特定課題に的確に対応できる柔軟な組織、グループ体制を検討する。 

③ 行政各部門の業務内容を点検し、政策、施策、事務事業のまとまりや地

域などに対応した課室体制とし、住民サービス重点の事務配分を図る。 

 

３ 定員管理及び給与の適正化等 

  定員管理については、社会経済情勢の変化等をふまえ、対応すべき行政需 

要の範囲、施策の内容及び手法を見直しながら適正な管理を推進する。 

  また、職員給与については業務の性格や内容をふまえ、住民の理解が得ら 

れるよう引き続き適正化に努める。 
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（１）定員管理の適正化 

  ① 事務事業の整理、組織の合理化を進め適正な職員配置を推進する。 

②  指定管理者導入、民間委託の推進、地域協働の取り組みなどを通じ職

員数の抑制を推進する。 

  ③ 将来の職員年齢構成や分野別職員数を分析し、定員適正化計画を策定

する。 

（２）給与の適正化 

  ① 職員給与は、住民の理解が得られるよう、給与制度、運用、水準の適

正化を推進する。 

② 定員、給与等の人事行政運営の状況は、引き続きわかりやすい公表に 

努める。 

③ 特殊勤務手当等の諸手当は、支給のあり方を総合的に点検し他の地方 

公共団体との均衡など実態を考慮しつつ見直しを図る。 

（３） 臨時職員の適正配置 

  ① 事務事業の見直しによる適正な配置に努め、雇用の適正化を図る。 

   

４ 人材育成の推進 

   地方分権など行政環境の変化に的確に対応するためには、行政の担い手で 

ある職員の幅広い視野と判断力、柔軟な思考力と創造力、高度な専門性など

が要請されていることから、今後とも職員の能力開発、人材育成のため、職

員研修の充実強化をより一層積極的に推進する。 

（１） 総合的な人材育成基本方針の策定 

 ① 職員の適正配置と、専門職員の育成を推進する。 

② 人材育成の観点に立った人事管理、職場風土や仕事の推進プロセス改

善を行い総合的な人材育成を図る。 

 ③ 町政全般にわたる事務改善、職場活性化、事業興しなどの職員提案制

度を確立し、職員の意欲、資質向上を図る。  

④ 人材育成のため、国・道または市町村等との相互派遣交流を推進する。 

（２）職員の能力向上のための研修計画の策定と実施 

 ① 職員研修については、研修に関する基本的な方針により引き続き推進

する。 

② 庁内研修の実践を図るとともに、職員による自主研修・自主研究を促

進する。 

     ③ 職員の幅広い見識を養うため、国内外への研修を促進する。 
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５ 電子自治体の推進 

個人のプライバシー保護と情報セキュリティーを確立し、行政手続のオン 

ライン化、アウトソーシングの推進、住民基本台帳ネットワークシステム、

総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）などの利活用を推進します。 

① 北海道が推進するＨＡＲＰ構想③ 
 など自治体電子業務の標準化・共同

化の進捗状況を把握し、本町としての最適な業務・システムを構築する

ことを検討する。 

② 自治体電子業務の運用を「アウトソーシング」④ 
 で検討するなど、低

廉なコストで高い水準の運用が出来るよう取り組みを進める。 

  ③ ファックス及びインターネット等の情報提供により、施設利用の拡大

を図る。 

 

６ 公正の確保と透明性の向上 

    自己決定権の拡大に伴い、住民への説明責任を果たし議会や住民等の監視 

のもとに公正の確保と透明性の向上を図る。 

①  住民への説明責任と情報共有を図るため、平成 16 年度に施行された情 

報公開条例に基づき情報公開に努める。 

    ② 事務事業評価システムの構築に向け、引き続き検討を進める。 

③ 住民意思の把握のため、引き続き広聴活動を推進し広報誌の内容充実

に努めるとともに、パブリックコメント手続制度⑤ 
 の導入について検討

する。 

 

７ 自主的･自律性の高い財政運営の確保 

  経費全般にわたって徹底的な見直しを行い、その節減合理化を図り自主財

源の確保と受益者負担の適正化のため、使用料等の見直しや町税等の徴収率

の向上及び滞納整理に努める。 

  また、経常経費を抑制するため、行政改革大綱等を踏まえ自主的かつ計画

的な財政構造の改善を図る。 

（１）経費の節減合理化等財政の健全化 

  ① 財政状況を分析し事務事業の見直しを行うことにより、歳出全般の効

率化と財源配分の重点化を図る。 

 ② 住民に対し、財政状況が総合的に把握できるような情報を引き続きわか

りやすく提供する。 

 ③ 税源移譲、税負担の公正確保を踏まえ、町税・使用料等の徴収業務一元

化の検討と徴収率の一層の向上に努める。 

 ④ 使用料、手数料は３年毎の見直しに併せ、近隣市町の状況などを把握し

料金の適正化を図る。 
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 （２）補助金等の整理合理化 

 ① 様々な団体等に対する補助金等については、行政として対応すべき必要

性、費用対効果、経費負担のあり方等を検証し、整理合理化を図る。 

 ② 補助金等の終期の設定や不断の見直しなど、住民等に対する説明責任を

果たしながら計画的に廃止、縮減を図る。 

 ③ 諸団体の事務局は自主運営が基本であり、そのための指導育成を図る。 

 ④ 扶助費については、近隣市町の実態を把握し見直しを図る。 

 

８ 公共施設 

    厳しい財政環境への対応のため公共施設の有効利用と既存施設の活用を推 

進するとともに、公共施設等の維持管理業務についてより一層の効率化を図る 

ため指定管理者制度の導入を検討する。 

   ① 公共施設の建設等にあたっては、既存施設の有効活用を前提とし、改

築する場合も機能の複合化を検討しながら進める。 

   ② 公共施設の維持管理業務は、指定管理者制度を導入することを基本に

集中管理体制による効率化を検討する。 

    ③ 未利用財産の地域への譲渡または売り払いを検討する。 

 

９ 公共工事 

  公共工事の実施にあたっては、コスト縮減に努めるとともに入札の透明性 

と公平性の確保に努める。 

   ① 公共工事の実施にあたっては、適正価格等によりコストの縮減を図る。  

   ② 公共工事の入札、契約については、引き続き発注見通し、入札予定価

格の事前・事後公表に努め、更なる適正化に資する取り組みを進める。 

 

10 広域行政 

  広域的な見地に立って、企画・調整・処理することが適切な事務事業につ

いては、積極的に広域圏等での実施を推進する。 

   ① 広域処理が適切な事務事業については積極的に推進する。 

   ② 市町村合併等に関する研究会を組織し検討する。 

 

11 町議会 

  地方分権の進展に伴い、町議会の果たすべき役割が増大しており、これら

を踏まえた議会運営がなされるよう要請する。 
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用語の説明 

① 分権型社会システム 

地域住民自らが身のまわりの課題に関することについて決定することがで

きる社会のこと。  

② 地域協働 

  地域において行政、住民、企業などの複数の主体が同じ目的のため目標を

共有し、ともに力をあわせて活動すること。 

③ ＨＡＲＰ構想 

今後の電子自治体システム構築に向け、利便性の向上と高品質なシステムを

効率よく構築できるよう北海道が推進している「北海道電子自治体プラットフ

ォーム」構想のこと。 

また、プラットフォームとは、電子自治体の共通基盤の共同構築、共同利用

のこと。 

※ Harmonized Applications Relational Platform の頭文字をとっていま

す。 

④ アウトソーシング 

地方自治体が行う業務の一部を専門企業に外部委託すること。 

⑤ パブリックコメント手続制度 

  行政機関が政策の立案の際、住民にその案を公表し、広く意見や情報を提

出していただく機会を設け、行政機関は提出された意見等を考慮して最終的

な意思決定を行う。     
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